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○白岡市建設工事請負制限付事後審査型一般競争入札執行要綱  

平成２３年４月１日 

告示第１２０号 

改正 平成２５年６月２１日告示第１８２号  

平成２８年７月１５日告示第２０９号 

令和３年３月３１日告示第６４号  

令和３年１２月２８日告示第２３８号 

令和５年３月３１日告示第８４号  

（趣旨） 

第１条 この告示は、埼玉県電子入札共同システム（以下「電子入札シス

テム」という。）を利用し、市が発注する建設工事の請負契約において、

入札参加資格の条件等に制限を設け、入札執行後に資格審査を行う制限

付事後審査型一般競争入札（以下「一般競争入札」という。）を執行す

るに当たり、必要な事項を定めるものとする。  

（対象工事） 

第２条 一般競争入札の対象となる建設工事（以下「対象工事」という。）

は、設計金額が１，０００万円以上のものとする。  

２ 対象工事のうち、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１

６７条及び第１６７条の２に規定する要件に該当するものは、一般競争

入札によらないことができるものとする。  

（最低制限価格の設定） 

第３条 市長は、一般競争入札において、別に定めるところにより、最低

制限価格を設定するものとする。 

（一般競争入札参加資格） 

第４条 一般競争入札に参加する者に必要な資格（以下「参加資格」とい

う。）は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者である  

こと。 

（２） 白岡市建設工事請負等競争入札参加者の資格等に関する規程第  

７条に規定（平成１５年白岡町告示第６号）する資格者名簿に登 
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載されている者であること。 

（３） 開札日から１年７月前の日以降の日を審査基準日とする経営事  

項審査（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の２３  

第１項の規定による経営に関する客観的事項についての審査をい  

う。）を受けていること。 

（４） 一般競争入札の公告の日（以下「公告日」という。）から落札  

決定までの期間に、白岡市建設工事等の契約に係る指名停止等の  

措置に関する規程（平成１０年白岡町訓令第１３号）に基づく指  

名停止措置を受けていない者であること。  

（５） 公告日から落札決定までの期間に、白岡市の締結する契約から  

の暴力団排除措置に関する要綱（平成８年白岡町告示第１５１号） 

に基づく指名の除外措置を受けていない者であること。  

（６） 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則（平成１３年総務  

省・法務省・経済産業省令第２号）第１３条第１項第１号に掲げ  

る電子証明書を取得し、電子入札システムを利用するための利用  

者登録が完了している者であること。 

２ 市長は、前項に規定するもののほか、必要に応じ、次に掲げる参加資

格を定めることができるものとする。 

（１） 対象工事に対応する業種の発注標準額の業者区分 

（２） 対象工事に対応する業種の経営事項審査の総合数値の区分  

（３） 建設業法に基づく許可を受けた営業所の所在地 

（４） 一定基準を満たす同種・類似工事の施工実績  

（５） 対象工事に配置予定の技術者 

（６） その他市長が必要と認める事項 

（公告内容の決定） 

第５条 市長は、地方自治法施行令第１６７条の６の規定による公告の内

容について、白岡市建設工事請負等競争入札参加者資格審査会（以下「審

査会」という。）に対し、審議を依頼するものとする。  

２ 審査会は、前項の規定による依頼があったときは、速やかに審議し、

その結果を市長に報告するものとする。  
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３ 市長は、前項の規定による報告を受け、公告の内容を決定するものと

する。 

（一般競争入札の公告） 

第６条 市長は、前条第３項の規定により決定された公告（以下「入札公

告」という。）については、様式第１号の白岡市建設工事請負制限付事

後審査型一般競争入札公告を電子入札システムに掲載し、情報公開をす

るものとする。 

（現場説明会） 

第７条 対象工事に係る現場説明会は、開催しないものとする。  

（一般競争入札への参加） 

第８条 一般競争入札参加希望者（以下「参加希望者」という。）は、電

子入札システムにより当該入札案件に対し、様式第２号の入札参加確認

申込添付書及びダイレクト入札参加申請書の電子ファイルを市長に提出

することにより、一般競争入札参加の意思表示をするものとする。  

２ 前項の入札参加確認申込添付書等を提出し、電子入札システムにおい

て自動発行される競争参加資格確認申請書受付票を確認した者は、一般

競争入札に参加することができる。 

３ 参加希望者は、市長がやむを得ない事情があると認める場合に限り、

第１項に規定する電子入札システムによる手続に代えて、様式第３号の

紙入札方式参加申請書を持参提出することにより、一般競争入札参加の

意思表示を行うことができる。 

（仕様書等の掲載及び質問） 

第９条 市長は、対象工事に係る設計図面、仕様書（金抜き設計書）、特

記仕様書その他の入札金額の見積りに必要な図書（以下これらを「設計

図書」という。）を電子入札システムにより掲載するものとする。ただ

し、電子入札システムによる掲載が困難な設計図書は、貸与又は配布（有

償頒布を含む。）をすることができるものとする。  

２ 参加希望者は、設計図書について質問がある場合は、閲覧期間内にお

いて、電子入札システムにより質問することができるものとする。  

３ 市長は、前項の質問を受けたときは、電子入札システムにより、速や
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かに回答するものとする。 

（入札保証金） 

第１０条 入札保証金の納付及び減免については、白岡市契約規則（平成

２８年白岡市規則第２２号。以下「規則」という。）第８条から第９条

までの規定に基づくものとする。 

２ 入札保証金を納付する参加希望者は、電子入札システムに掲載された

様式第４号の納入書・入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書に必要事

項を記載し、納付しなければならない。  

３ 前項の規定により入札保証金が納付されたときは、様式第５号の入札

保証金預書を納入者に交付するものとする。  

４ 第２項の規定により納付された入札保証金は、一般競争入札終了後又

は落札者決定後に、速やかに規則の規定に基づく所定の手続を行い、こ

れを還付するものとする。ただし、落札者について納付すべき契約保証

金があるときは、これに充当することができるものとする。  

（入札執行者等） 

第１１条 入札執行者は、市長が指定した者をもって充てる。  

２ 入札執行者は、一般競争入札を執行するに当たり、対象工事を所掌す

る課等の職員にその執行を補助させることができる。 

（入札の執行） 

第１２条 入札は、入札公告で指定した日時及び方法に基づき、電子入札

システムにより、執行するものとする。  

２ 入札執行者は、一般競争入札参加者（以下「入札参加者」という。）

の入札参加資格審査を行うため、落札者の決定を保留するものとする。  

３ 入札執行者は、開札において、当該入札事務に関係のない職員を立ち

合わせなければならない。 

４ 入札執行者は、開札において、次に掲げる事項を読み上げ、その確認

を行うものとする。 

（１） 対象工事の名称及び場所 

（２） 入札参加者名 

（３） その他入札執行者が特に必要と認める事項  
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５ 入札参加者は、開札に立会いできないものとする。 

６ 入札参加者は、いったん提出した入札書及び入札金額見積内訳書の書

換え、引換え又は撤回はできないものとする。  

（初度入札の執行方法等） 

第１３条 入札参加者は、初度入札において、入札公告で指定した期間に

入札金額を入力し、入札書及び入札金額見積内訳書を電子入札システム

により、市長に提出しなければならない。ただし、第８条第３項の規定

により、やむを得ない理由があると認められた者（以下「特例手続者」

という。）については、電子入札システムによる提出に代えて、紙によ

る入札書及び入札金額見積内訳書を持参提出しなければならない。  

２ 入札執行者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格

以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札したもの

を落札候補者とする。 

３ 市長は、前項の規定により落札候補者を決定した場合は、落札候補者

通知書を電子入札システム、ファクシミリ等により落札候補者に通知す

るものとする。この場合において、特例手続者が落札候補者となった場

合は、ファクシミリ等により通知するものとする。  

（再度入札の執行方法等） 

第１４条 入札執行者は、初度入札において落札候補者がないときは、前

条の規定に準じ、再度入札を行うものとする。この場合において、入札

金額見積内訳書の提出は求めないものとする。  

２ 再度入札に参加できる者は、初度入札に参加したものとする。ただし、

初度入札において最低制限価格未満の価格の入札、無効の入札又は辞退

をした者は、再度入札に参加することができない。  

３ 再度入札の実施回数は、１回とする。  

４ 再度入札は、初度入札の翌日に実施するものとする。ただし、初度入

札が終了してから、おおむね３時間以上経過した場合は、初度入札の当

日に実施できるものとする。 

５ 再度入札による落札候補者の決定等については、前条第２項及び第３

項の規定を準用する。 
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（くじによる落札候補者の決定） 

第１５条 入札執行者は、落札候補者とすべき同額の入札をした者が２人

以上いるときは、電子入札システムの電子くじにより、落札候補者を決

定するものとする。 

（入札の辞退） 

第１６条 入札の辞退は、入札受付期間内に電子入札システム又は持参提

出により辞退することができるものとする。ただし、特別な理由により

市長が認めた場合に限り、入札受付終了時刻から開札終了時刻までの間

において辞退することができるものとする。この場合において、入札の

辞退をしようとする者は、別に定める入札辞退届を市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 開札時に入札書が不着のときは、辞退したとみなすものとする。  

３ 市長は、第１項及び前項の規定により入札を辞退した者について、こ

れを理由として以後の入札参加等について、不利益な取扱いを行わない

ものとする。 

（入札の無効） 

第１７条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。  

（１） 他人の電子証明書を不正に取得し、又は使用し、名義人になり  

すました者がした入札 

（２） 代表者が変更になっているにもかかわらず、変更前の代表者の  

電子証明書を使用した者がした入札  

（３） 所定の入札保証金を納付しない者がした入札又は納付した入札  

保証金の額が所定の率による額に達しない者がした入札  

（４） 参加資格審査の結果、入札に参加する資格を満たしていない者  

がした入札 

（５） 参加資格審査に必要な関係書類等を提出しない者がした入札  

（６） 電子入札システム及び特例手続者による紙入札以外の方法によ  

り入札書等を提出した者がした入札  

（７） 不正又は不備な入札金額見積内訳書を提出した者がした入札 

（８） 虚偽の一般競争入札参加資格等確認申請書（以下「確認申請書」 
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という。）を提出した者がした入札  

（９） 明らかに連合によるものと認められる入札  

（１０） 指定された書類等を所定の期日を過ぎて提出した者がした入  

    札 

（１１） 前各号に定めるもののほか、公告に示す事項に反した者がし  

た入札 

２ 前項に規定するもののほか、特例手続者が行う入札で、次の各号のい

ずれかに該当するものは、無効とする。  

（１） 入札金額を訂正した入札書を提出した者がした入札  

（２） 記載すべき事項の記入がない入札書による入札又は記入した事  

項が明らかでない入札書による入札  

（３） ２通以上の入札書を提出した者又は２以上の者の代理をした者  

がした入札 

（４） 代理人で委任状を提出しない者がした入札  

（入札の取りやめ等） 

第１８条 入札執行者は、天災、地変、電子入札システムの重大な障害、

参加希望者の連合又は不信な行動その他の公正な入札執行を妨げる行為

をした場合等の入札を公正に執行できない理由があると認められるとき

は、当該参加希望者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若

しくは取りやめるものとする。 

２ 入札執行者は、参加希望者又は入札参加者が１人であるときは、当該

入札を取りやめるものとする。 

（確認申請書等の提出） 

第１９条 落札候補者は、開札の結果、市長から確認申請書等の提出を求

められた場合は、参加資格の有無、入札保証金の取扱い等の資格要件を

確認するための資料として、電子入札システムに掲載した確認申請書（単

体企業・経常建設工事共同企業体においては、様式第６号の一般競争入

札参加資格等確認申請書、特定建設工事共同企業体においては、様式第

７号の一般競争入札参加資格等確認申請書）、確認資料（単体・経常建

設工事共同企業体においては、様式第８号の一般競争入札参加資格等確
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認資料、特定建設工事共同企業体においては、様式第９号の一般競争入

札参加資格等確認資料）及び電子入札システムに掲載する制限付事後審

査型一般競争入札心得に規定した必要資料を、所定の期限までに市長に

持参提出するものとする。 

２ 前項に規定する提出資料のほか、規則第８条の規定に基づき、入札保

証金の納付の特例を認める場合であって、入札保証金を納付しなかった

入札参加者は、告示の日から過去２か年において、当該入札案件と種類

及び規模をほぼ同じくする建設工事請負に係る契約書の写し及び工事完

成検査結果通知等履行を証明するものの写し（単体企業・経常建設工事

共同企業体においては、その単体等が、また、特定建設工事共同企業体

においては、その代表構成員となる者が、単体等又は特定建設工事共同

企業体の代表構成員として工事を請け負った実績に限る。）を２件以上、

確認資料に添付しなければならない。 

（確認申請書等の審査及び落札者の決定）  

第２０条 市長は、前条の規定による確認申請書等が落札候補者から提出

されたときは、直ちに確認申請書及び入札保証金免除の取扱等の資格要

件についての審査（以下「資格審査」という。）を行うものとする。  

２ 資格審査の結果、落札候補者が資格要件を満たす場合は、その者を落

札者と決定するものとする。 

３ 資格審査の結果、落札候補者が資格要件を満たしていない場合は、そ

の者を不適格者とする。 

４ 前項の規定により落札候補者が不適格者となった場合は、予定価格の

制限の範囲内において、当該不適格者の次に低い価格をもって入札した

者を落札候補者とし、資格審査を行う。この場合において、資格要件を

満たす落札候補者が確認できるまで資格審査を繰り返し行うものとする。 

５ 市長は、落札者が決定した場合は、様式第１０号の契約の締結につい

て（依頼）を電子入札システムにより、当該落札者に通知するものとす

る。この場合において、特例手続者が落札者となった場合は、ファクシ

ミリ等により通知するものとする。 

（不調時の取扱い） 
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第２１条 入札執行者は、再度入札を行っても落札候補者がないとき、又

は入札が取りやめになったときは、日時を改めて入札に付するものとす

る。ただし、特別の理由により改めて入札に付することができないとき

は、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により、随意

契約とすることができる。 

（入札参加資格等不適格の通知） 

第２２条 市長は、資格審査の結果、落札候補者が不適格者となった場合

は、当該不適格者に対し、様式第１１号の入札参加資格不適格通知書を

電子入札システムにより通知するものとする。この場合において、特例

手続者が落札候補者となった場合は、ファクシミリ等により通知するも

のとする。 

（入札結果の公表） 

第２３条 市長は、落札者を決定した場合は、落札者、落札金額及び入札

経過を電子入札システムにより公表するものとする。  

（その他） 

第２４条 この告示に定めるもののほか、一般競争入札の執行に関し必要

な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２５年６月２１日告示第１８２号）  

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年７月１５日告示第２０９号）  

この告示は、公布の日から施行し、改正後の第１０条第１項の規定は、

平成２８年４月１日から適用する。  

附 則（令和３年３月３１日告示第６４号）  

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。  

（経過措置） 

２ この告示の施行の際現に改正前の白岡市建設工事請負制限付事後審査

型一般競争入札執行要綱及び白岡市電子入札に係る建設工事請負指名競
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争入札執行要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示に

よる改正後の白岡市建設工事請負制限付事後審査型一般競争入札執行要

綱及び白岡市電子入札に係る建設工事請負指名競争入札執行要綱の規定

によりなされた手続その他の行為とみなす。  

   附則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和４年１月１日から施行する。  

 （経過措置） 

２ この告示の施行の際、この告示による改正前の白岡市建設工事請負制 

限付事後審査型一般競争入札執行要綱の様式の規定により作成された用  

紙で、現に残存するものは、所用の修正を加え、なお使用することがで

きる。 

   附則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和５年４月１日から施行する。  

 （経過措置） 

２ この告示の施行の際、この告示による改正前の白岡市建設工事請負制  

限付事後審査型一般競争入札執行要綱の様式の規定により作成された用  

紙で、現に残存するものは、所用の修正を加え、なお使用することがで

きる。 
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様式第１号（第６条関係） 

様式第２号（第８条関係） 

様式第３号（第８条関係） 

様式第４号（第１０条関係） 

様式第５号（第１０条関係） 

様式第６号（第１９条関係） 

様式第７号（第１９条関係） 

様式第８号（第１９条関係） 

様式第９号（第１９条関係） 

様式第１０号（第２０条関係） 

様式第１１号（第２２条関係） 

 


